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第３回 今治市総合計画審議会 会議録

１ 日 時 令和２年 11月 19日（木）午前 10時 30分～午前 11時 00分

２ 会 場 今治市役所 第 2別館 11階 特別会議室 1・2号

３ 内 容

１ 開 会

２ 議 事

（１）後期基本計画案について

（２）第２次今治市総合計画後期基本計画について（答申）（案）につい

て

３ 閉 会

４ 出席者 ＜委 員＞

相原 正樹 委員 岡村 泰彦 委員 上村 友希 委員

吉武美由紀 委員 赤尾 宣宏 委員 宇髙 秀志 委員

髙田 誠也 委員 門田 正孝 委員 瀨野 哲郎 委員

丹下 隆志 委員 村上 伸幸 委員 山本 一馬 委員

山本 優子 委員 吉田 和史 委員 小畠 敬子 委員

加地 真弥 委員

＜事務局＞

越智企画財政部長

（企画課）森課長 越智課長補佐 青野課長補佐

徳永係長 川﨑係長 神野主査 河上主査 鳥生
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第３回 今治市総合計画審議会 会議録

企画課長 それでは定刻が参りましたので、ただ今から第３回今治市総合計

画審議会を開催させて頂きます。事務局を務めさせていただきます、

企画課の森でございます。よろしくお願い致します。

それでは開会にあたりまして、越智企画財政部長より開会のご挨

拶を申し上げます。

企画財政部長 本日は、ご多用にも関わりませず、第３回今治市総合計画審議会

にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。本来でございま

したら、市長がご出席をいたしまして、皆様方にご挨拶を申し上げ

るところでございますけれども、他の業務のために本日、出席がか

ないませんので、代わりまして、私のほうから、一言ご挨拶を申し

上げます。

今回は、後期基本計画（案）につきまして、委員の皆様及び議会

報告でのご意見を踏まえまして、庁内での最終調整を経て、新たに

取り入れるべきところを精査し、追記修正を行いましたものを後期

基本計画の最終案として、お諮りするものでございます。ご審議の

ほどどうぞよろしくお願いいたします。

本日この後期基本計画（案）につきましてご了解が得られました

ら、審議会から市長への答申書（案）についてもご審議いただいた

き、審議会として市長への答申を行っていただく予定としておりま

すので、こちらの方につきましてもどうぞよろしくお願いいたしま

す。

企画課長 それでは座って説明をさせていただきます。

本日の配付資料の確認をさせていただきます。

・資料１「今治市総合計画後期基本計画案」

・資料２「第２次今治市総合計画後期基本計画について（答申）

（案）」

となっております。

皆様、資料は揃われておりますでしょうか。



4

会議の進行に入らせていただく前に、本日の会議の公開等につき

ましてご案内させていただきます。

今治市附属機関等の会議の公開及び傍聴に関する要綱、及び、今

治市附属機関等の会議録の作成及び公開に関する要綱に基づき、会

議と議事録の概要等の公開を行うこととしておりますので、あらか

じめご承知おきください。

また、公開会議としているため、会の途中で傍聴される方が入退

室する場合もございますので、ご了承いただければと存じます。

それでは、議事に移らせて頂きます。

これより後の議事進行につきましては、瀬野会長にお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。

瀨野会長 おはようございます。瀬野でございます。それでは、私の方で進

行させて頂きます。

本日はこれで最終ということになりますので、ご審議のほどよろ

しくお願いをいたします。その前に、今、新聞報道でもあれなんで

すけども、日本全国で 2000人を超えまして、完全に第３波というこ
とになったと思います。愛媛県においても、1週間で 70人を超える
と、フェーズ３という段階に入ってくる、そういうふうな恐れも出

てくるような状況にもなってきました。昨日、日医の会長の中川さ

んも、自粛要請というのも出ております。国の方としては、国家の

成立要件の大基本である経済を回すということが大事なので、日医

の会長と少しニュアンスが変わった発言をされておりますけども、

今治市の医師会としても、それぞれの方がしっかりと自粛をしてい

ただくということを、要請しなければいけないかなという気も持っ

ているところであります。会長にも相談して、医師会の会員さんに

も、そういうふうな文章出さなければいけないかなという気も持っ

ております。それぞれの方が自らの対策を練っていただくというこ

とで、もうまさに防災の自助・共助・公助みたいなものと全く同一

のような状況になってまして、それぞれの方がお気をつけていただ

けたらと思います。

それでは、進行の方をさせていただきます。
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お手元の議事次第に従って会議を進行致します。

では、議事（１）後期基本計画案について、事務局より説明をお

願いします。

企画課長 後期基本計画案についての説明に入ります前に、今後のスケジュ

ールについてご説明いたします。

後期基本計画につきまして、明日 11月 20日の答申式で、市長に
対し審議会からの答申をいただいた後、12月議会の総務委員協議会
での報告を経て、後期基本計画を 12月中に公表したいと考えており
ます。

それでは、後期基本計画案について説明させて頂きます。

（議事１ 第２次今治市総合計画後期基本計画素案について事務局

説明）

「後期基本計画（案）について」の説明は以上でございます。

瀨野会長

A 委員

瀨野会長

ただ今の説明に対しまして、ご意見ございますでしょうか。ご意

見等ございましたら、お願いをしたいと思います。今まで述べた皆

様からのご意見も、ある程度集約をして記載をしていただいてるよ

うには思いますけども、ご意見・ご質問とか、どういう意味という

のがあったらいってください。もう最終ですので、遠慮いりません

のでお願いいたします。

新しいことはないんですけれども、私としましてはもう前回の発

言内容を反映していただいておりまして、感謝しておりますし、今

回追加されました自殺対策とかスマート農業、こういったものに関

しましてはですね、特に今、今後本当に本腰入れて取り組まなけれ

ばいけない課題だというふうに思いますので、これを入れていただ

いてということは私は非常にいいと思います、以上です。

ありがとうございました。他に皆さんなんでも構いませんので。

これで結構ですとかいうのでもいいですし、いったことと違うとか

いうのがあっても構わないのですけど。女性の方で何かありません

か。B委員、今までの中で、これで答申をする感じになってくるん
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B 委員

瀨野会長

企画課長

瀨野会長

企画課長

ですけど、どうですかね。

失礼します。そうですね、私の専門でいえば高齢者介護の方なん

ですけれども、高齢者に関して認知症のこととかも載せていただい

ていますけれども、最近ちょっと気になることとして、昨日実は地

域福祉計画の方の審議会の方にも参加させていただいたんですけれ

ども、児童介護関係になるんですけれども、今ちょっとずつヤング

ケアラーという問題が起こってきているんですね。つまり 18歳以下
の若い子たちが、親の介護だったり、小さい兄弟の面倒、障がい児・

障がい者の兄弟とか、おじいさん・おばあさんの面倒を見ることで、

学校に行けないとか、やめてしまったりで、それが例えば高校生だ

ったら、ご家族の介護で高校やめる、そこから就職できないってち

ょっと負の連鎖っていうものが繋がっていたりするっていうのが、

ぽつぽつと全国的に問題として上がっているので、すぐにっていう

わけじゃないんですけれども、ちょっと教育とか介護とかっていう

あたりでその辺にも、これから目を向けていってもいいのかなとい

うふうには思っております。

今のところはどこに含まれるのかな。

はい、お答えいたします。36ページのですね、中段にございます。
高齢者を地域で支える体制整備という中で、少し読み取らせていた

だければと思います。申し訳ございませんがヤングケアラーという、

そういう文言についてはこの中には記述はしておりませんが、地域

で高齢者を支えていくっていう中で読み取らせていただければと考

えております。

それはもう具体的に、担当課の原課の方でやっていくときにそう

いうのを、この計画の中から、実施の段階で入れてきてもらったら

いいということかな。

最後に説明をさせていただいたんですけど、この後、実施計画っ

ていうのを策定いたします。その中で高齢者を地域で支える体制整

備の中で、具体の事業につきまして、先ほどご発言をいただきまし

た。その担当課と協議をする中で、実施計画という形で落とし込み
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瀨野会長

C 委員

瀨野会長

企画課長

をさせていただいたらと思ってます。

それもぜひ入れといてください、お願いします。ありがとうござ

いました。他にございませんか。実際あのこれは計画なので、計画

では少し大きめに捉えた話になるのですけど、実際問題はどう実行

していくかが問題なので、その実践の段階で具体的に取入れてくる

そんなのもみたいなのもかまわないと思いますけども、この中に書

き込むということよりも課の段階で実際にやるときにこんなのを入

れてもらったらというのもあるかもしれませんね。今のようなご発

言でも充分結構だと思いますけど。私言いたいという人いませんか

ね。割と新しい別の視点から捉えられてよく発言をされています。C
委員さんどうですかね。非常に切り口が面白い切り口をされるので。

前回見せていただいて、これほど皆様の全世界的に生活に影響を

およぼしている新型コロナウイルスという文言が一言も見当たらな

かったので、ぜひそれは盛り込んでくださいと前回お願いして、今

回本当にきっちり入れてくださってたので、非常にありがたいと思

っております。今回のこの後期基本計画案に関してはもうこれで十

分だと思うんですが、今度実施計画を立案するにあたって、"新型コ
ロナウイルス感染拡大による社会情勢を鑑みて計画を立てる"とい
う文言をどこかに入れていただきたいと思います。というのがあく

までも計画ですから、今の状況でどこをその後目標値にするかって

いうのを計画なさると思うんですが、計画は立てたものの急激な社

会情勢の変化によって、それがなかなか実施できないっていう状況

になることは考えられると思うんです。ですから、結果実施計画を

立てる段階で、どこかに"社会情勢を鑑みて"っていう文言を一言入れ
ることによって、計画した通りにできなかったとしても、それは社

会情勢の急激な変化があったのでしょうがなかったというふうに考

えられるかなと私は思いますので、その"社会情勢の変化を鑑みて"
っていうことを、ぜひ盛り込んでいただきたいなと思います、以上

です。

ありがとうございました。よろしくお願いします。

ご発言ありがとうございます。実はこの後ですね答申書の中での
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瀨野会長

D 委員

瀨野会長

E 委員

瀨野会長

F 委員

要望事項の中でも、そこの部分っていうのは、ご説明を申し上げよ

うと思ってたんですけど、実施計画の中でですね、やはりその、コ

ロナウイルスっていうのも、今後どういうふうになっていくのかっ

ていうのもまだ見通せない中で、やはり社会情勢が変わる中で、実

施計画自体も、やはり効果検証して、少し見直しをかけていく必要

っていうのも、その時点であろうかと思いますので、その点につい

ては私ども事務局の方でしっかり対応させていただきたいと思いま

す。

ありがとうございました。他に皆さんどうでしょうかね。D委員
いかがですかね。これでこの内容なんですけど。

前回の会議の内容も盛り込まれてますし、基本計画案としてはこ

れで十分なのではないかなと思います。具体的なところと言われる

となかなか難しいんですが、大学等の関連で産業などと連携するよ

うな具体的な窓口とか、そういうものをちゃんと大学と協力して、

何か新たな商品を開発するようなことができるような窓口をちゃん

と作っていただけたらなとは思います、以上です。

ありがとうございました。あともうおひとりか、おふたりかご意

見を。E委員の方からはどうですか。このまとめ方なんですけど。

非常によくできてるとは思いますけども、あえて言えば、海事と

タオルのまちづくりとそれから食品やエネルギーと地場産業ととも

に成長するまちづくりとあって、これはいいんですけど、それ以外

にも市内には、中小、小規模事業者、たくさんおりますので、いろ

いろな各種業種の方に支援できるように商工会議所と今治市と一緒

に取り組んでいけたらと思っております、以上でございます。

ありがとうございました。ではもうひと方、観光の方から F委員
さんお願いします。

ご指名いただきましたので。この過去の審議会で出ました各委員

さんからのご意見を、今回の後期基本計画の答申案に反映させてい

ただいておるということで、十分良い成果が出ていると思います。
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瀨野会長

ただ事務局側もおっしゃっていたように、この基本計画に基づいて

実施計画やっていくと、その実施計画をするにあたって、やはり今

日の第３回の審議会の中で、各委員さんがおっしゃっていた意見が

ありましたのでですね、今度事務局の方から実施計画をあたる担当

課があると思うんですよね。その時に各委員さんの意見というのを、

ちゃんと反映させた実施計画にしていただきたいということと、も

う一つは、私はせっかちな性格ですので、この基本計画の次の実施

計画になってくるんですけど、やはり実施計画をする時には、市民

の皆様に周知ですね、どういうような制度ができたとか、こういう

ような優遇措置をしましたとかいうのがあると思うんですけど、た

だそれを単なる広報とかホームページに限らず、各自治体或いは関

係団体の方に、最近よく出前講座というのがあると思いますので、

そういうので直接そういう制度の改正があったいうことを周知して

いくことが、私は大事じゃなかろうかと思ってますし、当然私の立

場の観光ということで、非常にこの今回のコロナということがある

んですけど、当然来年に向けてはウィズコロナ或いはポストコロナ

というような時代が来ると思うんですけど、やはり安全安心を企業

のいろんな行事ではやっていこうかと思っております、以上でござ

います。

ありがとうございました。皆さん、何人かの委員さんにお聞きし

たら、計画としてはこれでいいんじゃないかということでよろしい

でしょうかね。それで、皆さんのご意見を皆さんそうなんですけど、

実施する時には、具体的に今お話があったような意見を入れていた

だいてこれまで 3回の意見を盛り込んでいただいて、そして計画で
本棚に飾っておくだけということにならないように、現場でしっか

りと実践をしていってもらうということが、皆さんのご意見だろう

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、

これで一応、案としてはＯＫですよということでさせていただきま

す。

瀬野会長 続いて議事（２）「今治市総合計画後期基本計画について（答申）

（案）」を事務局より説明をお願いします。
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企画課長 （議事２ 第２次今治市総合計画後期基本計画について（答申）

（案）について事務局説明）

「今治市総合計画について（答申）（案）」の説明は以上でござい

ます。答申（案）についてご意見がございましたら、頂戴したいと

思います。

瀨野会長 ただ今の説明に対しまして、ご意見ございますでしょうか。

それでは「今治市総合計画について（答申）（案）」を了解するこ

とといたします。

それでは予定通り、本日了解しました答申と後期基本計画（案）

で、明日 11月 20日に市長への答申ということになります。

一応これで、長く、3回にわたりまして、審議会、皆様にやってい
ただいたんですけども、お忙しい中をご出席いただいて、いろいろ

お話もしていただいて、ありがとうございました。計画が計画で終

わらないように、もう皆様のお気持ちだろうと思いますのでできる

限りの実践をやっていただくということで、お願いしたいなと思い

ます。本当に長きにわたりましてありがとうございました。

私の進行役はこれで終わらせていただきます。以上をもちまして、

今治市総合計画審議会を終了いたします。

皆様、長期間に渡ってご審議いただき、ありがとうございました。

それでは進行を事務局にお返しします。

企画課長 どうもありがとうございました。

本日ご了解いただきました答申と後期基本計画（案）によりまし

て、明日会長より市長への答申を執り行わせていただきます。

最後に、企画財政部長より後期基本計画策定にあたっての総合計

画審議会の閉会のごあいさつを申し上げます。
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企画財政部長 本年２月 19 日に市長より「総合計画後期基本計画の策定」につき

まして諮問を申し上げて以来、委員の皆様が所属されている各団体

及び市民を代表して、瀬野会長を中心に長期間にわたり慎重なご審

議をいただき、このように素案として取りまとめに至ることができ

ました。皆様の多大なるご協力に感謝申し上げます。

使い古された言葉かもしれませんが、本市を取り巻く社会情勢は

大きく変化しております。特に新型コロナウイルスの感染拡大は、

私たちを取り巻く社会経済や生活のあり方まで影響を及ぼし、今、

大きく変革を迎えようとしている渦中でございます。

このような時期に策定いたします市のまちづくりの計画として、

これらの対応をしっかりと進めてまいりたいと思います。

今後とも、後期基本計画に基づく諸施策の着実な推進に向けて、

引き続き、皆様のお力添えを賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。

委員の皆様、長期間にわたってありがとうございました。


